
労組に加入すると懲戒解雇

“アリさんマークの引越社”で

運転手をしていたＡさん（35）は、

過酷な労働条件の改善を目指して

昨年３月「プレカリアートユニオ

ン」に加入しました。

すると会社は、事実無根の「業

務上の機密事項を漏洩し莫大な損

害を与えた」と、懲戒解雇を強行

し、しかもこの解雇通告文書を全

店舗に伝え、朝礼でも80名の従業

員の前で読み上げるという、極め

て悪辣な対応をしました。

Ａさんは、名誉棄損であると、

東京地裁に解雇無効の仮処分を申

し立てたため、会社側は彼を復職

させざるを得なくなりました。

しかしＡさんは、シュレッダー

係に配転され、昨年９月から現在

まで毎日毎日シュレッダー作業だ

けをさせられています。しかも、

関東の廃棄書類が無くなれば、全

国から廃棄書類を、引越の荷物を

運ぶトラックにわざわざ積み込み、

Ａさんの所に運び込むという念の

入れよう。

問題はマスコミに取り上げられ、

雑誌にも掲載されるほどの問題に

なっているが、会社はいっこうに

改めようとはしていません。

漆黒のブラック企業の真実

in関西

こんなブラック企業「引越社」

を関西でも訴えるために７月31日

(日)中央区にあるトークライブハ

ウス「ロストプラスワン」で開催

された。参加者は約70人が集まり、

ほとんどが30歳代で関心の高さが

伝わった。この問題を土屋トカチ

監督が映画化にするためプチ上映

会もした。そして、この会社の一

番の問題は弁償システムである。

これは、荷物にキズをつけてしまっ

たら、本人が弁償しなくてはいけ

ないというシステムで、そのため

に入社後、50万円を強制的に積み

立てさせ、もし事故が発生すれば

そこから差し引く制度。それでも

足らない場合は給与の天引き、も

しくは「友の会」から借金させる

飼い殺しのような制度が続いてい

る。辞めたくても借金があるから

辞められない社員もいます。

残業１４７時間、月給２７万円

過労死ラインを超えた長時間労

働も常態化しており、「引越社」

は社員の労働実態を把握する書類

を労働基準監督署に提出したが偽

造書類を出したことも判明しまし

た。

賃金制度も相対性賃金で、前月

より仕事が増えても、賃金が上がっ

ていないこともあり、社員が計算

ができない賃金制度で、繁忙期に

残業を１４７時間もしても給料が

27万円にしかならない。家に帰っ

ても家族と対話する時間もなく、

食事している最中に寝てしまうこ

ともあるという。テレビＣＭで有

名な企業がまさかこんな体質だと

は誰も疑わないだろう。ブラック

企業は就職してから追い込まれる

というまさに「アリ地獄」である。

映画が完成したら各支部や各地

本でもぜひ見てほしいと思います。

また、「引越社」に対して集団訴

訟を起こしている。

元社員も含め約50名が訴訟に踏

み切る準備をしている。「引越社」

に苦しめられている社員・元社員

を助けるために、裁判費用の寄付

も募集しているのでよろしくお願

いします。寄付の金額は一口千円

となっております。

ブラック企業と戦う人のため、

どうぞ皆さまの温かいご支援をく

ださいますようお願いいたします。
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７月15日18時から、支部共済

会の暑気払いが、阿倍野・中華

バイキングのビアガーデン「楓

林閣」にて、招待の全労済、新

組織であるの海田工業分会員を

含め、共済会会員８分会及び退

職者の会の総勢64名の参加で行

いました。

当日は朝から曇り空で、夕方

から雨の心配もされましたが、

幸いにして薄曇りで、むしろし

のぎやすい天候の中で、交流会

をスタートすることができまし

た。

開会時に山元支部執行委員長

は、「日頃の仕事と組合活動の

両立の労をねぎらい、十分に分

会間の交流を図ってください」

と挨拶され、そのまま乾杯の音

頭もとって、暑気払いがスター

トしました。

陽が沈む頃には、多種多様な

中華料理、アルコールで腹も膨

らみ、分会内、各分会間の話も

盛りあがってきた。ここで、共

済会事務局長の赤保執行委員の

司会で、新組織の海田工業分会

が紹介され、各分会員から決意

と今後の闘いへの協力要請が行

われました。

その後再び、各分会員と入れ

代わり立ち代わり交流を深め、

８時半ごろ一度中締めをしまし

た。しかし、美味しい料理と酒

で勢いづいた多くの分会員が、

閉店まで残っていました。

支部共済会の暑気払いはここ

数年、駅に近くて集まりやすい

こと、会場内の動きやすさ、料

理の内容、金額などを勘案して、

現在の店で開催してきましたが、

近年の支部組合員数の減少もあっ

て、年々参加者が減っています。

共済会としても来期に向けて、

より充実させるための議論は行

いますが、組合員皆様のご意見、

ご要望を共済会までお寄せくだ

さいますよう、よろしくお願い

します。

（副委員長 樋口）


